


１ 制度の設立

２ 地域移行とは

３ 意向確認とは

４ 意向確認に必要な体制の整備

５ 個別の意向確認のステップ

６ その後の支援

参考資料

「障害者支援施設における支援者のための地域移行等の意向確認マニュアル

～地域移行等意向確認等に関する指針作成のためのマニュアル～」



令和６年度障害者福祉サービス報酬改定で、すべての入所者に対して地域生活への移行に関する
意向や施設外の日中活動系サービスの利用の動向について確認し、本人の希望に応じたサービス
利用が一般原則に規定されるとともに、地域移行等意向確認担当者の選任や、地域移行等意向確
認等に関する指針の作成が規程された。





○「地域移行」：住まいを施設や病院から単に元の家庭に戻すことではなく、障害者個々人が

市民として、自ら選んだ住まいで安心して、自分らしい暮らしを実現すること

○地域移行の理念が求めること

・本人の意思と選択の尊重

・地域での自立した生活

・社会的入所・入院の解消

・地域資源の整備

・人権と尊厳の保障



３－３ 支援者に必要な心構え３－２ 意向確認が必要な場合３－１ 意向確認の原則

①意向は変化するものである①日常生活における場面
→食事、衣類の選択、入浴等基本的
生活習慣、余暇活動プログラムへの参加等

①本人の自己決定の尊重

②様々な可能性に目を向け、断定的に判断しない②社会生活における場面
→「どこで誰と生活するか」
自宅からGHや入所施設等に住まいの場を移す等

②本人の選択の尊重

③意向確認や地域移行等の支援はチームで行う③本人の自己決定や意思確認が困難な場合
→表情や感情、行動に関する記録、生活史、
人間関係などから推定

○意向確認は、地域移行等の実現に限らず、本人の意思や希望を理解する良い機会であり、
希望により添った支援を実現できるよう取り組む必要がある。



①地域移行等意向
確認担当者の選任 ②環境整備

③支援チームの
形成

④事前打合せ・
情報の整理

⑤意向確認のための
会議の開催

⑥モニタリングと
計画の見直し



令和６年度から努力義務化、令和８年度から義務化される

＜地域移行等意向確認担当者の選任等＞について、国の基準は上記のとおり示される。



（１）地域移行等意向確認担当者について

→サービス管理責任者、相談支援体制や障害福祉サービス提供体制等について知識を有する者

＜主な役割＞

ア 利用者の地域生活への移行に関する意向の把握

イ 施設外の障害福祉サービス等の利用状況等の把握

ウ 施設外の障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認

エ アからウにより把握した内容を、サービス管理責任者や個別支援会議に報告

オ 地域生活支援拠点等又は相談支援事業所と連携し、障害福祉サービスの体験利用や地域生活への

移行に向けた支援の実施



（２）地域移行等意向確認等に関する指針について

→ 以下の内容を定めることが望ましい。

ア 地域移行等意向確認等の時期

イ 地域移行等意向確認担当者の選任方法

ウ 地域移行等意向確認等の実施方法及び実施体制

エ 地域生活への移行に向けた支援の内容等

オ 地域の連携機関

※地域移行等意向確認担当者の選任等については、２年間の経過措置を設けており、

令和８年３月３１日までの間は努力義務とされる。



→意向確認を進めていく前の準備として、入所者が日常生活において適切

な支援を受けているか、意思の表出がしやすい環境であるか確認する



４ー３ 支援チームの形成
→入所者の地域生活への移行や施設外の障害福祉サービスの利用等について

意向を的確に把握するために、様々な関係者を巻き込む必要がある。



４－４ 事前打合せ・情報の整理
→意思決定支援の基本原則やルールの確認、本人への情報提供その他意思決定支援の

具体的な方法の検討を行い、支援チームとしての知識や意思を統一する。

支援者の思いを本人に押しつけたり、強引に本人を誘導してしまわないように注意する。



４－５ 意向確認のための会議の開催

→事前打合せの内容を元に、地域生活への移行や施設外の障害福祉サービス

の利用等についての意向を支援チームが的確に把握するための「意思決定支援会議」の開催

開催する際のポイント

○必ず本人の心理的安全性の確保を優先すること

○意思表出がしやすい環境でおこなうこと

※「サービス担当者会議」や「個別支援会議」と一体的に実施することも考えられるが、

「意思決定支援会議」という標題を添え、意思決定支援を念頭に置くことを認識してもらう



ここまで確認した内容を踏まえて、「意思決定支援計画」を策定し、

個別支援計画に反映させる。

※「意思決定支援計画」を別に作成するか、個別支援計画等の内容に追加しても問題ない。



４－６ モニタリングと計画の見直し

→本人の意思に基づく個別支援計画等の支援が積み重なってきたら、本人の様子や生活の

変化について把握するとともに、本人の生活の満足度を高めたか等について適切に評価し、

次の支援につなげる。

○モニタリングや評価の情報を記録する

→モニタリングの結果を踏まえて、支援の内容を計画を継続するか、計画を見直すか判断する。



本人の意向が明確でない場合、思っている意向をうまく表現できていない、意向が持てていないこと
もある。そのため、意向確認やその後の意向の実現を支援するために次のステップで進める。



○様々な体験による動機付け支援

○ピアサポートを行う

○選択肢について、良い点・悪い点を説明する

施設での暮らしが長かったり、意思を表出する機会がなかった場合、他の選択肢を知らなかったり、
意思を表しづらくなっている可能性がある。
そのため、次のような支援を行い興味関心を広げ、意思の形成を促す。



○定期的に面談する機会をつくる

○２つ以上の複数の選択肢から選んでもらう

○コミュニケーションツールを活用する

○日常の様子を記録し、選考の収集を続ける

→入所者の希望やニーズを正確に把握するために、次のような工夫によって
本人の意思表明の機会を設ける



○目標の設定と進捗を管理して共有する

○目標達成に必要なスキルの習得を支援する

○社会参加の機会をつくる

○地域資源の確保について地域を挙げて取り組む

→ 本人の意向が確認できたら、次のように実現に向けた支援をおこなう。



○別の表現に変えて聞いてみる

○別の支援者が聞いてみる

○短い期間で確認を済ませず、継続して意向を確認する

○毎日の支援を詰め込みすぎないように気をつける

→本人が表明した意思がこれまでの者と合致していないように思われる場合は、
次のような支援を行い、本人の真意であるか確認する。



（１）地域移行、日中活動への意向がみえた場合

○意向が本人の真意かどうか丁寧に確認

○移行先の候補となる場所での見学、体験利用を複数回行い移行先を決める

○地域移行支援事業所と連携し、地域移行支援計画を作成する

○計画相談支援事業所と連携し、サービス等利用計画を変更する

○支援者や家族と情報共有し、懸念があれば解消していく

○意向に必要な手続き（支給サービスの切替や新規申請等）を行う

（２）本人の意向がみえてこない場合

○支援の方法を工夫しながら意向を探っていく

○「生活の変化を望まない」という意向の場合

→人間関係の変化などを不安に感じていることもあるため、

不安なことを取り除く支援ができないかどうか検討する



○地域移行支援

→施設から地域移行を目指す方への住居の確保や生活支援、同行支援

○自立生活援助

→施設やグループホームから退所し、ひとり暮らしを始めた方への訪問や相談支援

○地域定着支援

→地域で暮らす方への連絡体制の確保や緊急時の支援

障害のある方の地域生活への移行をサポートするサービスとして、以下の３つの支援がある。




